
４　県税等決算額とその基準財政収入額との比較 （単位　千円）

平成27年度
県税収入決算額

平成27年度
基準財政収入額

（Ｂ）×100/75
個人県民税所得割・地方消費税・譲与税

(地方法人特別譲与税を除く)を除く 比較(Ａ)－(Ｃ)
(現年課税分)　　(Ａ) （Ｂ） （Ｃ）

(425,511,462) (499,513,508) (12,263,472)
511,776,980 415,468,742 486,123,215 25,653,765

(391,956,603) (454,773,697) (11,187,659)
      個　 　　人 465,961,356 383,914,884 444,051,405 21,909,951
            均等割及び
            所   得   割

431,267,057 378,029,396 436,204,088 △ 4,937,031

(8,921,149) (11,894,865) (4,780,622)
16,675,487 3,640,486 4,853,981 11,821,506

(5,006,058) (6,674,744) (11,344,068)
18,018,812 2,245,002 2,993,336 15,025,476

      法　　 　人 40,832,008 30,136,441 40,181,921 650,087

(3,418,418) (4,557,890) (425,726)
4,983,616 1,417,417 1,889,889 3,093,727

事 業 税 215,963,996 167,011,474 222,681,965 △ 6,717,969

      個　　 　人 17,985,967 13,340,989 17,787,985 197,982

      法　　 　人 197,978,029 153,670,485 204,893,980 △ 6,915,951

(236,119,064) (293,074,092) (24,443,419)
317,517,511 130,883,130 152,759,513 164,757,998

不 動 産 取 得 税 24,748,250 22,043,039 29,390,719 △ 4,642,469

県 た ば こ 税 9,658,408 6,973,421 9,297,895 360,513

(1,173,495) (1,564,660) (32,644)
1,597,304 329,157 438,876 1,158,428

(5,494,964) (7,326,618) (1,887,139)
9,213,757 855,319 1,140,425 8,073,332

(27,738,800) (36,985,067) (376,152)
37,361,219 16,360,019 21,813,359 15,547,860

自 動 車 税 92,087,733 70,333,479 93,777,972 △ 1,690,239

鉱 区 税 1 1 1 0

固 定 資 産 税 - - - -                                  

(962,399,199) (1,193,612,497) (26,312,662)
1,219,925,159 830,257,781 1,017,423,940 202,501,219

地方法 人特 別譲 与税 136,591,273 110,243,280 146,991,040 △ 10,399,767

地 方 揮 発 油 譲 与 税 1,961,698 1,897,480 1,897,480 64,218

石 油 ガ ス 譲 与 税 93,549 98,215 98,215 △ 4,666

地 方 道 路 譲 与 税 0 -                           -                               0

交通安全対策特別交付金 1,461,269 1,632,913 1,632,913 △ 171,644

小 計 140,107,789 113,871,888 150,619,648 △ 10,511,859

(1,076,271,087) (1,344,232,145) (15,800,803)
1,360,032,948 944,129,669 1,168,043,588 191,989,360

 　　 ４    地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、地方道路譲与税及び交通安全対策特別交付金の（Ｃ）欄は、（Ｂ）欄の
　　　  額を記載した。
 　　 ５    軽油引取税については、旧法による税を含んでいる。
 　　 ６  （A）欄は表示単位未満切捨て。

備考１    県税収入決算額及び基準財政収入額については、狩猟税を含んでいない。
　 　 ２    県税収入決算額のうち個人県民税、法人県民税及び法人事業税については、標準税率相当額分である。
 　　 ３    県民税配当割、県民税株式等譲渡所得割、県民税利子割、地方消費税、ゴルフ場利用税、自動車取得税及び
　 　 　軽油引取税の基準財政収入額については、市町村への交付金分が除かれているが、決算額との対比を行うため、
 　　　 本表においては控除前のものを（　）書きで記載した。

区　　　　　分

            配   当   割

            株式等譲渡
            所   得   割

合 計

県 民 税

      利　子　割

地 方 消 費 税

ゴ ル フ 場 利 用 税

軽 油 引 取 税

小 計

自 動 車 取 得 税


